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   医 療 保 険 制 度 の 安 定 的 運 営 を 図 る た め の 国 民 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 に 対 す る 修 正 案  

 医 療 保 険 制 度 の 安 定 的 運 営 を 図 る た め の 国 民 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 の 一 部 を 次 の よ う に 修

正 す る 。  

 第 一 条 中 附 則 第 二 十 一 条 の 次 に 一 条 を 加 え る 改 正 規 定 及 び 附 則 第 二 十 二 条 を 改 め 、 同 条 の 次 に 一 条 を 加 え

る 改 正 規 定 を 削 る 。  

 第 一 条 の う ち 附 則 第 二 十 四 条 の 改 正 規 定 中 「 平 成 二 十 一 年 度 ま で 」 の 下 に 「 の 各 年 度 」 を 加 え 、 「 か ら 平

成 二 十 五 年 度 ま で 」 を 削 る 。  

 第 一 条 の う ち 附 則 第 二 十 五 条 の 改 正 規 定 中 「 か ら 平 成 二 十 五 年 度 ま で の 各 年 度 」 を 削 る 。  

 第 一 条 の う ち 附 則 第 二 十 六 条 の 改 正 規 定 中 「 平 成 二 十 一 年 度 ま で 」 の 下 に 「 の 間 」 を 加 え 、 「 か ら 平 成 二

十 五 年 度 ま で 」 を 「 に お い て 」 に 改 め る 。  

 第 一 条 の う ち 附 則 第 二 十 七 条 の 改 正 規 定 中 「 平 成 二 十 一 年 度 ま で 」 の 下 に 「 の 間 の 各 年 度 」 を 加 え 、 「 か

ら 平 成 二 十 五 年 度 ま で 」 を 削 る 。  

 第 一 条 の う ち 附 則 第 二 十 八 条 の 改 正 規 定 中 「 平 成 二 十 一 年 度 」 の 下 に 「 ま で の 間 」 を 加 え 、 「 平 成 二 十 五
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年 度 」 を 「 平 成 二 十 二 年 度 中 」 に 改 め る 。  

 第 二 条 中 第 百 六 十 条 の 改 正 規 定 を 次 の よ う に 改 め る 。  

  第 百 六 十 条 第 十 三 項 中 「 第 一 項 中 」 の 下 に 「 「 千 分 の 百 」 と あ る の は 「 千 分 の 百 二 十 」 と 、 」 を 加 え る 。  

 第 二 条 の う ち 附 則 第 五 条 の 次 に 一 条 を 加 え る 改 正 規 定 中 附 則 第 五 条 の 二 を 次 の よ う に 改 め る 。  

  （ 国 庫 補 助 の 特 例 ）  

 第 五 条 の 二 平 成 二 十 二 年 度 に お い て は 、 前 条 中 「 千 分 の 百 三 十 」 と あ る の は 「 千 分 の 二 百 」 と 、 「 千 分

の 百 六 十 四 」 」 と あ る の は 「 千 分 の 二 百 」 」 と す る 。  

 ２ 国 庫 は 、 平 成 二 十 二 年 度 に お い て 、 第 百 五 十 一 条 及 び 第 百 五 十 三 条 か ら 第 百 五 十 四 条 の 二 ま で に 規 定

す る も の の ほ か 、 平 成 二 十 二 年 三 月 分 か ら 平 成 二 十 三 年 二 月 分 ま で の 保 険 料 （ 任 意 継 続 被 保 険 者 に 係 る

保 険 料 に あ っ て は 、 平 成 二 十 二 年 四 月 分 か ら 平 成 二 十 三 年 三 月 分 ま で の 保 険 料 ） に 係 る 都 道 府 県 単 位 保

険 料 率 を 平 成 二 十 二 年 二 月 二 十 八 日 に お け る 都 道 府 県 単 位 保 険 料 率 と 同 率 と す る こ と が で き る よ う 、 協

会 が 行 う 健 康 保 険 事 業 に 要 す る 費 用 （ 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 、 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 、 病 床 転 換 支 援 金 等 及

び 退 職 者 給 付 拠 出 金 並 び に 介 護 納 付 金 の 納 付 並 び に 第 七 条 の 三 十 一 の 規 定 に よ る 短 期 借 入 金 の 償 還 に 要
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す る 費 用 を 含 む 。 ） に 充 て る 財 源 が 不 足 す る と き は 、 そ の 不 足 額 を 補 助 す る 。  

 ３ 前 項 の 場 合 に お け る 第 百 六 十 条 第 三 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 次 に 掲 げ る 額 」 と あ る の は

「 次 に 掲 げ る 額 及 び 附 則 第 五 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 国 庫 補 助 の 額 」 と 、 同 項 第 三 号 中 「 並 び に 健 康

保 険 事 業 の 事 務 の 執 行 に 要 す る 費 用 及 び 次 条 の 規 定 に よ る 準 備 金 の 積 立 て の 予 定 額 （ 第 百 五 十 一 条 の 規

定 に よ る 国 庫 負 担 金 の 額 を 除 く 。 ） 」 と あ る の は 「 、 健 康 保 険 事 業 の 事 務 の 執 行 に 要 す る 費 用 及 び 次 条

の 規 定 に よ る 準 備 金 の 積 立 て の 予 定 額 （ 第 百 五 十 一 条 の 規 定 に よ る 国 庫 負 担 金 の 額 を 除 く 。 ） 並 び に 第

七 条 の 三 十 一 の 規 定 に よ る 短 期 借 入 金 の 償 還 に 要 す る 費 用 の 額 」 と す る 。  

 第 二 条 中 附 則 第 八 条 の 二 の 次 に 一 条 を 加 え る 改 正 規 定 を 削 る 。  

 第 三 条 の う ち 附 則 第 十 三 条 の 次 に 五 条 を 加 え る 改 正 規 定 中 「 五 条 を 」 を 「 一 条 を 」 に 改 め 、 附 則 第 十 三 条

の 二 の 前 の 見 出 し 、 同 条 、 第 十 三 条 の 三 、 第 十 三 条 の 四 の 前 の 見 出 し 、 同 条 及 び 第 十 三 条 の 五 を 削 り 、 同 改

正 規 定 の う ち 附 則 第 十 三 条 の 六 中 「 当 分 の 間 、 」 を 「 平 成 二 十 二 年 度 に お け る 」 に 改 め 、 同 条 を 附 則 第 十 三

条 の 二 と す る 。  

 第 三 条 の う ち 附 則 第 十 四 条 の 次 に 三 条 を 加 え る 改 正 規 定 中 「 三 条 」 を 「 一 条 」 に 改 め 、 附 則 第 十 四 条 の 三
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の 前 の 見 出 し 、 同 条 及 び 第 十 四 条 の 四 を 削 る 。  

 第 三 条 に 次 の 改 正 規 定 を 加 え る 。  

  附 則 第 十 九 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。  

  （ 国 庫 補 助 の 特 例 ）  

 第 十 九 条 の 二  平 成 二 十 二 年 度 に お い て は 、 前 条 第 三 項 中 「 千 分 の 百 六 十 四 」 と あ る の は 、 「 千 分 の 二

百 」 と す る 。  

 第 四 条 を 削 る 。  

 附 則 第 一 条 た だ し 書 中 「 、 同 法 第 二 十 二 条 」 を 「 並 び に 同 法 第 二 十 二 条 」 に 改 め 、 「 、 同 法 附 則 第 二 十 一

条 の 次 に 一 条 を 加 え る 改 正 規 定 、 同 法 附 則 第 二 十 二 条 の 改 正 規 定 並 び に 同 条 の 次 に 一 条 を 加 え る 改 正 規 定 、

第 二 条 中 健 康 保 険 法 附 則 第 五 条 の 次 に 一 条 を 加 え る 改 正 規 定 並 び に 第 三 条 中 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法

律 附 則 第 十 三 条 の 次 に 五 条 を 加 え る 改 正 規 定 （ 同 法 附 則 第 十 三 条 の 六 に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） 及 び 同 法 附 則 第

十 四 条 の 次 に 三 条 を 加 え る 改 正 規 定 （ 同 法 附 則 第 十 四 条 の 二 に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） 並 び に 附 則 第 七 条 か ら 第

十 七 条 ま で の 規 定 」 を 削 る 。  
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 附 則 第 二 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 （ 検 討 ）  

第 二 条 政 府 は 、 平 成 二 十 二 年 度 に お い て 、 高 齢 者 の 医 療 に 要 す る 費 用 の 負 担 の 在 り 方 、 全 国 健 康 保 険 協 会

が 管 掌 す る 健 康 保 険 の 財 政 の 在 り 方 を は じ め と す る 医 療 保 険 全 般 の 財 政 の 在 り 方 に つ い て 、 各 医 療 保 険 の

財 政 状 況 、 国 の 財 政 状 況 そ の 他 の 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 等 を 勘 案 し て 検 討 を 行 い 、 そ の 結 果 に 基 づ い て 所 要

の 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

 附 則 第 七 条 の 前 の 見 出 し 、 同 条 か ら 第 九 条 ま で 、 第 十 条 の 前 の 見 出 し 及 び 同 条 か ら 第 十 七 条 ま で を 削 り 、

附 則 第 十 八 条 を 附 則 第 七 条 と し 、 附 則 第 十 九 条 を 附 則 第 八 条 と す る 。  

 附 則 第 二 十 条 中 「 平 成 二 十 一 年 度 ま で 」 の 下 に 「 の 間 」 を 加 え 、 「 か ら 平 成 二 十 五 年 度 ま で 」 を 削 り 、 同

条 を 附 則 第 九 条 と し 、 附 則 第 二 十 一 条 を 附 則 第 十 条 と し 、 附 則 第 二 十 二 条 を 附 則 第 十 一 条 と す る 。  
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   こ の 修 正 の 結 果 必 要 と な る 経 費  

 こ の 修 正 の 結 果 必 要 と な る 経 費 は 、 平 成 二 十 二 年 度 に お い て 約 一 兆 千 五 百 億 円 の 見 込 み で あ る 。  

 


